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		自動車登録・車庫証明

	



	TOP > 
	自動車登録・車庫証明



	
		
			自動車登録・車庫証明のことならお任せください！

			事務所は徳島運輸支局から車で約1分の距離にあり、自動車登録実績は、年間数千台の実績があります。出張封印も年間数百台の実績があります。
迅速かつ正確に手続きを行います！

			～徳島県内の自動車販売店様へ～
急ぎの案件になかなか対応できていないなど、お困りの場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。継続的なご依頼をいただける場合、割引料金の適用が可能ですので、ご相談ください。

		

		
			[image: ]
		

	
	
			[image: ]報酬額について
	[image: ]車庫証明について
	[image: ]書式ダウンロード


	

	
		
			BLOGブログ

																							
						2023.05.24
						自動車関係
					
	徳島県のOSS（自動車登録ワンストップサービス）の状況


																	
						2023.02.15
						自動車関係
					
	勝浦町へ出張封印に行ってきました。


																	
						2023.01.11
						自動車関係
					
	令和５年より車検証様式が新しくなっています。


													過去の一覧を見る

		

	
	
		
			報酬額について

			※報酬表には、証紙・登録免許税などの実費は含まれていません。実費は別途請求させていただきます。
※ご依頼をいただく際には、事前に当該事案に係る料金、お支払い方法についてご説明させていただきます。
※証明書類、配置図等が揃っている場合（証紙代2,700円,郵送費370円（レターパック）は別途）料金は、車庫証明の返送時に、請求書を同封させていただきますので、記載の銀行口座にお振込みください。

			報酬案内を見る

		

		
			車庫証明について

			「保管場所証明申請」と「保管場所届出」の2種類があります。

			
				
					保管場所証明申請

						必要となる場合
	新規登録（新車・中古車を保有するとき）
変更登録（住所等を変更するとき）
移転登録（所有者を変更するとき）
	対象となる車
	自家用乗用自動車（軽自動車を除く。）
	申請に必要な書類と手数料（徳島県の場合）
	
							自動車保管場所証明申請書　手数料2,200円
保管場所標章交付申請書　　手数料500円
その他以下の書類を添付書類として提出します。

								保管場所が使用できることを明らかにする書面
（使用承諾書、自認書、契約書の写し等）
	保管場所の所在地及び配置図


						


				

				
					保管場所届出

						必要となる場合
	自家用自動車の保管場所を変更したとき　　15日以内
新車・中古車の軽自動車を保有したとき　　ただちに
軽自動車の保管場所を変更したとき　　　　15日以内
軽自動車の適用地域外から適用地域内に転居した時等
※徳島県内の適用地域は徳島市
	届出に必要な書類
	
							自動車保管場所届出書
保管場所標章交付申請書
その他、以下の書類を添付書類として提出します。

								保管場所が使用できることを明らかにする書面
（使用承諾書、自認書、契約書の写し等）
	保管場所の所在地及び配置図


						
	保管場所の要件
	
								駐車場・車庫・空き地などで住所や事業所から2キロメートル以内であること。
	自動車が通行できる道路から、自動車を支障なく出入りさせることができ、かつ、 自動車の全体を収容できる大きさがあること。
	保管場所を使用できる権限を有すること。※私道は不可


						


				

			

		

		
			
				徳島県での車庫証明申請をスムーズに進めるための注意事項

					保管場所の総収容台数、現在その保管場所に置いてある車の台数を記載する必要があります。
	新規、代替、追加の別。代替の場合は、申請自動車と入れ替わるまで使用する自動車の登録番号を記載します。
	
						申請者が個人の方で、マンション等にお住まいの方は、住所を住民票の通りに記載するように気をつけてください。
						また、「自動車の保管場所の位置」は、地番までの記載です。マンション名や、駐車場番号などを記載しないように注意してください。
徳島市などで、住所が例えば「一丁目１番１号」となっている場合、１－１－１と記載するのは不可です。
～丁目までは、地名ですから省略せずに記載してください。

					
	
						申請者が法人の方で、本社が徳島県外にあり、未登記の営業所等が徳島県にある場合
						申請者を本社代表者とし、使用の本拠の位置を徳島とする場合、現地に看板があれば特に証明書は不要となっています。
看板がない場合、下記書類が必要になります。

						①ホームページで徳島営業所が確認できる個所を打ち出したもの、
②所在証明（営業証明や公共料金の領収書の写し等）※郵便物は不可

							例　法人の本社が東京にあり、未登記の営業所・支店が徳島にある場合
	
									ケース1： 申請者...本社/使用の本拠の位置...営業所・支店
追加で必要になる書類　看板がない場合、上記①、②のいずれか
ケースにより、さらに追加の書類が必要になる場合もあります。
	ケース2：申請者...営業所・支店/使用の本拠の位置...営業所・支店
※車庫証明申請時は特に追加書類はありません。自動車登録の際に、営業証明書などが必要になります。


							


					


				
					車庫証明申請にかかる日数の目安（問題がなければほぼ下記のとおりです。）

						【徳島県警管轄の警察署】
	中2日
	【徳島県外】南あわじ警察署
	中2日　月曜日出せば木曜日午後3時に出来上がり　※軽自動車の車庫届については、翌日のステッカー交付になります。


				

			

		

	


	
		お気軽にお問い合わせください

		088-679-1444

			営業時間
	月～金曜日 ／ 9:00～18:00


		（事前予約いただければ土日、時間外も対応可能です。）

		こちらをタップして今すぐお電話

		24時間受付WEBからのお問い合わせはこちら
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